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提出期限  令和 8 年 2月 2日（月） 
 

※事務処理の都合上、1月 16日（金）までの提出にご協力ください。 

※資産の増減のない方も申告書を提出していただく必要があります。 

 

 

 

提出方法 

①窓口による申告 

②郵送による申告  
   申告書の控えが必要な方は提出される申告書をコピーして控えとしてご使用ください。 

③インターネットによる電子申告 
    eLTAX（地方税ポータルシステム）を利用した申告の受付も行っております。 

eLTAX 償却資産   検索 

 

 

提出書類 

   償却資産申告書（黒色）及び種類別明細書【増加（緑）・減少（赤）】 
 

 

提 出 先 

  〒７６４-８５０１ 香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目３番９５号 

            多度津町税務課             

 

ご不明な点は固定資産税担当にお問い合わせください。（お問い合わせ先 TEL 0877-33-1118）  

  

  

多度津町 
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平素は本町の税務行政に対し格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産（事業用資産）についても課税の対象となります。地方税

法第 383条の規定により、本町に事業用償却資産をお持ちの方は、毎年１月１日（賦課期日）に所有して

いる資産について申告していただく必要があります。 

つきましては、本ご案内等をご参照いただき、申告書等を作成の上、税務課にご提出ください。 

《目  次》 

１ 償却資産の範囲・・・・・・・・・・・・・２    ４ 評価額の算出方法・・・・・・６ 

２ 記載上問題となる資産について・・・・・・３    ５ 税額等の算出方法及び別表・・６～７ 

３ 提出書類及び記入方法・・・・・・・・・・３    ６ その他・・・・・・・・・・・７ 

記載例・・・・・・・・・・・・・・・・・４～５   

 

１．償却資産の範囲 

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税

法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるべきもの（これに類する資

産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。）です。 

 

償却資産の例示 

資産コード 資 産 種 類 内     容 

１ 

構 

築 

物 

構築物 門、堀、水槽、ドック、舗装路面、煙突、土地に定着した土木設備等 

建物附属設備 

造作設備及び建物附属設備等は、固定資産税において通常は家屋に含めて評価いた

しますが、次に掲げるものは償却資産として取り扱います。 

１．建物の所有者以外の者が施工した事業用造作設備及び建物附属設備等 

２．建物の所有者が施工した設備であっても次に掲げるもの 

  ⑴ 生産事業の工程上必要な設備 

   （工場における動力電気設備、製品の冷却用設備、給排水設備、 

加熱用のガス設備、ボイラー設備等） 

  ⑵ 建物から独立した諸設備 

   （ネオン広告設備、屋上看板、スポットライト等） 

２ 機械及び装置 
工作機械、木工機械、印刷機械、土木建設機械、各種産業機械、原動機、太陽光発

電設備、ポンプ、その他機械及び装置等 

３ 船舶 客船、貨物船、油そう船、ボート、漁船、砂利採取船等 

４ 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 

５ 車両及び運搬具 自動車※、リヤカー、トロッコ、特殊自動車等（ブルドーザー、フォークリフト等） 

６ 工具、器具及び備品 測定工具、検査工具、応接セット、ロッカー、金庫、レジスター、陳列ケース等 

※自動車税の課税客体となる自動車並びに軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、 

小型特殊自動車及び二輪の小型自動車は除きます。 
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２．記載上問題となる資産について 

次に掲げる資産は、いずれも申告が必要ですのでご注意ください。 

１ 耐用年数 1年以上で取得価格又は製作価格が 20万円以上の資産。 

２ 
取得価格又は製作価格が 20万円未満であっても、一括償却されたものを除き、固定資産に計上

している資産。 

３ 
企業会計上、建設仮勘定に経理されている資産であっても、その一部又は全部が 1月 1日現在事

業の用に供することができる状態にある資産。 

４ 
耐用年数を経過した資産で、法定の減価償却を終って帳簿上残存価格のみ計上されている資産で

あっても、事業の用に供することができる状態にある資産。 

５ 
遊休及び未稼働資産であっても、1月 1日現在において事業の用に供することができる状態にあ

る資産。 

６ 事業を行わない者が所有している資産で、他へ事業用として貸付けているもの。 

７ 

改良費は、新たな資産とみなして本体とは別個に申告します。 

この場合、資産名称欄に「〇〇〇の改良」と従来所有の資産への資本的支出が判別出来るように

書いてください。 

 

３．提出書類及び記入方法 

（１）提出書類 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

償却資産申告書（償却資産課税台帳） 

第二十六号様式【黒い用紙】 

種類別明細書（増加資産・全資産用） 

第二十六号様式別表 1【緑の用紙】 

種類別明細書（減少資産用） 

第二十六号様式別表２【赤の用紙】 

令和 8 年１月１日

現在において所有

されているすべて

の資産 

令和 7 年 1 月 2日から 

令和 8 年 1 月 1日まで

の間に増加又は減少し

た資産 
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この額は令和 7 年度の申告書
（ニ）欄の額と同じです 

この欄の合計額は種類別明細
書(減少資産用)の取得価額の合
計額と同じです 

この欄の合計額は種類別明細
書(増加資産・全資産用)の取得価
額の合計額と同じです 

令和 6 年以前(令和 7 年 1 月 1 日以前)に取得した資産の合
計額を資産の種類別に記載してください。 

令和 7年中(令和 7年 1月 2日～令和 8年 1月 1日)に減少
した資産の取得価額の合計額を資産の種類別に記載してくだ
さい。 

令和 7年中(令和 7年 1月 2日～令和 8年 1月 1日)に取得
した資産の取得価額の合計額を資産の種類別に記載してくだ
さい。(申告漏れや移動等により受け入れた資産を含む) 

「(イ)前年前に取得したもの – (ロ)前年中に減少したもの 
+ (ハ)前年中に取得したもの」によって算出した、取得価額の
合計額を資産の種類別に記載してください。 

前年前に取得したもの（イ） 

前年中に減少したもの（ロ） 

前年中に取得したもの（ハ） 

計((イ) –(ロ) + (ハ) ) ＝ （ニ） 
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※ 令和 7 年 1 月 1 日以前に取得した資産で申告する必要のある資
産もありましたら記載してください。 

 

【増加資産の場合】令和 7年 1月 2日から令和 8年 1月 1日までに取得した資産を記入してください。 
【全資産の場合】令和 8年 1月 1日現在で保有するすべての資産を記入してください。 
 

令和 7年 1月 2日から令和 8年 1月 1日の間に減少した資産を記入してください。 

資産が増加した事由につい
て、該当する番号 
1. 新品取得 
2. 中古取得 
3. 移動等による受入れ 
4. その他の事由 
を〇で囲んでください。 
また、増加事由の捕捉や課税
標準の特例等を摘要欄に記
載してください。 

資産が減少した事由とその
区分について、該当する番号 
を〇で囲んでください。 
また、減少事由の捕捉等を摘
要欄に記載してください。 
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４．評価額の算出方法 

 償却資産の評価は償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産につ

いて一品ごとに賦課期日（1月 1日）現在の評価額を算出します。 

 

 前年中に取得した資産 

 

   

 

 

                      ※減価残存率は別表のⒶ欄(７Ｐ)をご参照ください。 

 前年前に取得した資産 

 

 

 

                      ※減価残存率は別表のⒷ欄(７Ｐ)をご参照ください。 

  

算出した評価額が取得価額の５％を下回る場合は、取得価額の５％の額が評価額となります。 

 

５．税額等の算出方法 
(1)課税標準額の算出方法 

各資産の評価額の合計（決定価格）が償却資産の課税標準額（1,000円未満切捨）となります。 

課税標準額の特例を受ける資産を取得した場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じて

算出された額を基に課税標準額を算出します。 

 ※特例の適用を受ける資産は、取得年度に申告していただくようお願いします。 

 ※租税特別措置法に基づく特別償却及び割増償却並びに圧縮記帳は認められていませんので、注

意してください。 

 

(2)税額の算出方法 

 課税標準額に基づき、税額を算出します。 

 課税標準額（1,000円未満切捨）× 税率（1.4％） ＝ 税額（100円未満切捨） 

 

(3)免税点 

課税標準額（全資産の合計額）が免税点（150万円）未満の場合、課税されません。 

 

(4)非課税 

 非課税となる資産は、申告書及び明細書に記入する必要はありません。 

 

  

減価残存率(Ⓐ) 取 得 価 額 × ＝ 評 価 額 

前 年 度 の 

評 価 額 
× 減価残存率(Ⓑ) 

 
＝ 評 価 額 
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＜別表：減価残存率表＞ 固定資産評価基準 別表第 15「耐用年数に応ずる減価率表」より作成 

 

 

 

６．その他 

 廃業、解散等異動があるまたは該当資産のない場合は、償却資産申告書(第２６号様式)にその旨を記

載の上、提出してください。 

  

 

 

 

 

   ご注意ください 

    正当な理由がなく申告をされない場合、地方税法第３８６条の規定により、過料を 

    科されることがあります。 

    また、虚偽の申告をされた場合、地方税法第３８５条の規定により、罰金を科され 

    ることがあります。 

 

 

 

 

 

 


